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令和７年度第２回江東区環境審議会会議録 

 

 

１ 日   時  令和７年９月３日（水）         午後２時００分 開会 

                             午後３時０２分 閉会 

 

２ 場   所  江東区文化センター６階 第１・２会議室 

 

３ 出 席 者 ＜ ＞は欠席 

 (１)会  長   柳   憲一郎（明治大学名誉教授） 

   副 会 長       長谷川   猛（元東京都環境局理事） 

   委  員   芦 谷 典 子（東洋大学教授） 

         ＜奥   真 美（東京都立大学教授）＞ 

         ＜村 上 公 哉（芝浦工業大学教授）＞ 

          市 川 英 治（東京商工会議所江東支部副会長） 

          天 野 純 子（東京ガス株式会社東京東支店支店長） 

          戸 屋   輔（東京電力パワーグリッド株式会社江東支社支社長） 

          鈴 木 伸 枝（区民公募委員） 

          新井田 有 慶（区民公募委員） 

          山 中   聡（区民委員・江東区立中学校ＰＴＡ連合会長） 

          山 本 香代子（区議会・区民環境委員会委員長） 

         ＜鬼 頭 たつや（区議会・区民環境委員会副委員長）＞ 

 (２)幹  事   大 塚 尚 史（環境清掃部長） 

          西 谷   淳（環境清掃部温暖化対策課長） 

          川 端 弘 一（環境清掃部環境保全課長） 

          小 菅 賢太郎（環境清掃部清掃リサイクル課長） 

          野 村 明 弘（環境清掃部清掃事務所長） 

 

４ 議 題 

   １   令和７年度「江東区の環境白書」（案） 

       ～江東区環境基本計画 令和２～６年度実績報告～ 

       ～江東区環境基本計画 令和６年度実績報告～ 

   ２   第１８回江東区環境フェアの開催結果について 

   ３   「江東区たばこに関する基本方針」の改訂について（報告） 

   ４   その他 
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  配付資料 

   資料１    江東区環境審議会委員名簿 

   資料２－１  江東区環境基本計画（後期)の令和６年度進捗状況について 

   資料２－２  江東区の環境白書（案） 

   資料３    第１８回江東区環境フェアの開催結果について 

   資料４    「江東区たばこに関する基本方針」の改訂について（報告） 

   資料５    令和７年度第１回江東区環境審議会会議録（案） 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎開会 

１環境清掃部長 それでは、定刻となりましたので、始めさせていただきます。 

委員の皆様には、お忙しい中ご出席をたまわり、誠にありがとうございます。 

ただいまより、令和７年度第２回環境審議会を開催いたします。本日もご審議のほど、

よろしくお願いいたします。 

はじめに、委員の出欠状況等について事務局から報告いたします。 

２温暖化対策課長  本日の委員の出席状況でございます。奥委員、村上委員、鬼頭委員

より欠席の御連絡をいただいておりますので、本日出席は１０名となっております。した

がいまして、全委員の半数以上が出席しておりますので、審議会開催定足数を満たしてい

ることを御報告いたします。 

 次に、本日２名の方より傍聴したい旨の申出をいただいております。これより傍聴人に

入室いただきます。 

 続きまして、本日の資料につきましては、次第に記載のとおりでございます。お手元に

資料がない方は事務局までお声がけをお願いいたします。 

 御報告は以上でございます。 

３環境清掃部長  続きまして、新たな委員の就任についてでございます。お手元の資料

１も併せて御覧ください。 

 事業者代表委員から選出の澤田大輝委員が異動のため本審議会委員を辞任され、新たに

東京電力パワーグリッド株式会社江東支社長の戸屋輔委員に、７月１日付で御就任いただ

きました。 

 それでは、新たに就任されました戸屋委員に一言御挨拶をお願いいたします。よろしく

お願いいたします。 

４戸屋委員  東京電力パワーグリッドの戸屋でございます。７月１日から澤田の後任と

いうことでこちらに参加させていただくことになりましたので、よろしくお願いいたしま

す。 

 以上です。 

５環境清掃部長  戸屋委員、どうもありがとうございました。 

 それでは、これより本日の議事に入りたいと存じます。 

 柳会長、よろしくお願いいたします。 

６柳会長  本日は、非常に暑い中、御参集いただきましてありがとうございます。９月

に入りましたけれども、なかなか猛暑がやまないところであります。今夜あたりから大雨

が降るという予想もありますので、てきぱきと審議を進めて早めに終了できればいいかな

とちょっと思ったりしております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、次第に従いまして議事を進めてまいりたいと思います。議題１、令和７年度

「江東区の環境白書」（案）、江東区環境基本計画令和２～６年度実績報告と江東区環境



 - 4 -

基本計画令和６年度実績報告について、事務局から報告をお願いいたします。 

７温暖化対策課長  それでは、資料２－１を御覧願います。 

 環境基本計画の進捗管理は、４５の管理指標の目標値を数値に示し、その推移及び達成

状況を確認し、環境に関する施策を客観的に評価することで実施しております。このたび、

前計画とはなりますが、環境基本計画（後期）における令和６年度実績がまとまりました

ので御説明させていただきます。 

 まず、項番１の「管理指標と令和６年度の実績」の中段の表になりますが、管理指標４

５本のうち、目標値がある指標は３９本あり、このうち令和６年度実績で、目標値を「達

成」した管理指標は１６本でございました。内訳は下段にあります表１のとおりでござい

ます。なお、指標２２「公園面積」は、現在暫定値のため、確定次第更新させていただき

ます。 

 次に、「達成」に至らなかった指標２３本のうち、平成３０年度の基準値よりも「向上」

したものは１６本、「低下」したものは６本、「変動なし」・横ばいは１本でした。それ

ぞれの内訳につきましては、２ページの表２から表４のとおりとなってございます。 

 次に、２ページ中段にあります表３を御覧願います。こちらは平成３０年度の基準値と

比較した際に、令和６年度実績の数値が「低下」している指標となりますので、改めて御

説明させていただきます。 

 まず、指標１８「資源化率」は、令和２年度以降、少しずつ増加しておりましたが、令

和４年度から少し低下しております。これは、資源化率は区が収集する資源及びごみ量に

対する資源回収量の割合となっており、それぞれの回収量を見ると、資源及びごみ量とも

に減少している中で、分子となる資源の回収量の減少率が分母となる資源・ごみ量の減少

率を上回っていることから、資源化率としては減となっているところでございます。 

 次に、指標２７「一斉清掃」は、コロナ禍による中止を経て、令和４年度より再開して

おりましたが、再開後の参加団体数、参加者数はともに増加傾向にあるものの、いまだコ

ロナ禍前の水準には戻っていない状況でございます。これは、引き続き参加の自粛や参加

者数の抑制が見られることが要因と見ております。 

 次に、指標２９「区内自転車駐車場の駐車可能台数」は、工事による利用休止等により

一時的に減っている年もありますが、今後も自転車駐車場の増設が見込める候補地につい

て、関係各所と調整を図り整備を行ってまいります。 

 次に、指標３３「光化学オキシダント」は、光化学スモッグ注意報の発令日を示すもの

で、目標値の２日については、これまでの実績では目標を達成しておりましたが、年に数

回、日差しが強く、気温が高く、風が弱い日などに光化学オキシダントの濃度が上昇する

ことで、令和６年度の単年度は発令日が３日となり目標達成となりませんでした。 

 次に、指標３４「河川ＢＯＤの環境基準適合率」及び指標３５「ＤＯの環境基準適合率」

についてでございます。本指標は、降雨の影響など年度ごとに数値の増減が見られ、令和

６年度も、地球温暖化による水温の上昇とともに、記録的な大雨による川底の泥の巻き上
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げや、市街地を浸水から守るための河川への下水放流による影響と考えております。東京

都下水道局では、河川や海などの水質保全を図るため、貯留施設整備や高度処理施設の導

入を進めており、排水対策に取り組んでいるところでございます。 

 なお、全ての管理指標につきましては、前期計画である環境基本計画（後期）の計画期

間５年分の実績を、４ページ及び５ページに掲載しておりますので、後ほど御覧願います。 

 次に、３ページを御覧願います。項番２「重点事業と令和６年度の実績」についてでご

ざいます。重点事業は２３本あり、区の主要事業を中心に、区民・事業者・区が一体とな

って進めることが有効な事業を選定しております。このうち、目標値を持つ事業は１６本

あり、令和６年度実績で目標値を「達成」した事業数は、昨年度よりも４本増加し、７本

となっております。 

 なお、全ての重点事業の実績値については、６ページ及び７ページを御参照ください。 

 続いて、項番３「その他」についてでございます。環境基本計画の進捗を、さらにより

詳しく記載しております「環境白書（案）」の原稿を資料２－２としてお配りさせていた

だいております。環境白書は、毎年度の取組実績をまとめたものでありますが、前計画で

ある環境基本計画（後期）は、今回の令和６年度をもって計画期間が終了となります。そ

のため、今回の環境白書は、令和２年度から６年度の総評についても掲載しております。

また、令和６年３月に策定した「ゼロカーボンシティ江東区実現プラン」の計画初年度の

６年度実績につきましても「環境白書（案）」に掲載してございますので、後ほど御覧願

います。 

 本日の審議会で御了承いただいた後、印刷・製本したものを改めて皆様へお送りさせて

いただきますのでので、よろしくお願いいたします。 

 御説明は以上でございます。 

８柳会長  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明につきまして、何か御意見、御質問等があればお願いいたし

ます。 

 芦谷委員、どうぞ。 

９芦谷委員  芦谷でございます。この実績のまとめについてというところではないんで

すけれども、管理指標の総評のところに、太陽光パネルの助成が増えているということが

書かれておりました。よく言われていることのなかに、太陽光パネルが、耐用年数が来た

ときにごみになってしまう、その廃棄をどうするかという課題があったかと思います。そ

れへの対策など、事務局様の御認識等をお知らせいただければと思いました。 

10温暖化対策課長  ありがとうございます。太陽光パネルにつきましては、地球温暖化

対策としては再エネ電力の調達には役立っているんですが、耐用年数が３０年程度過ぎた

ものから今後大量廃棄が見込まれるということで、現在、国のほうで、ごみとしてではな

くてリサイクルを進めようということで審議が進んでいたんですが、先週あたりの報道を

見ますと、一旦、法整備のほうで審議が、もう１回再議論する必要があるということでさ
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れているようです。ただ、やはりこれはごみとしてではなくて、太陽光パネルもかなりお

金がかかったり技術の進歩が必要だとは思うんですが、リサイクルをどうやっていくか、

これは国のほうで義務化等を考えておりますので、その進捗状況等を確認しながら、区民

の方にも周知に取り組んでいただくようにやってまいる所存でございます。 

11柳会長  ほかにいかがでしょうか。 

 それでは、新井田委員、どうぞ。 

12新井田委員  新井田です。よろしくお願いいたします。 

 質問ですけれども、少し細かい話をしていきたいのですが、資料２－２の１ページ目を

見ますと、真ん中にグラフがあって、Ｒ４（２０２２）年度のＣＯ２の排出量が２,６６

２。これがＲ４の指標となっているのですけれども、ほかの、区の指標はみんなＲ６の指

標になっている。今はＲ７年ですから、ちょっと昔の数字かなと。どういうことでこれな

のかですが、念のため教えていただければと思います。 

13温暖化対策課長  ありがとうございます。ＣＯ２の排出量につきましては、国や東京

都への報告等を経まして、毎回、大体２年遅れ。なので今回お示しさせていただいたＲ４

が最新の数値になっております。令和７年度に報告するのは令和４という形で、今後また

こういった形で、最新の数値なんですけれども、２年前の数値という形になっております。

ただ、年度が終わったらすぐに出る数値については、Ｒ７年度の数値のように出せるもの

は出していく。ただ、過去の数値になってしまうのは、当該年度の早い時期に出すような

形で、これまでも報告しているところでございます。 

14新井田委員  ありがとうございます。それで、資料２-２の２５ページにＲ１２年度

の目標値が出ていて、これは、カーボン削減の全体の半分ぐらいまでしなきゃいけません

ねという目標値が出ていると思うのです。２５ページの下の図になります。これは、先ほ

ど御説明のように、前の年の計画を載せているのでこの目標値が２,０９７になっている

のですけれども、昨年度改定されました削減の目標値では１,６８０という、さらに厳し

い数値じゃないかと思うのですが、この数値でよろしいでしょうか。 

15温暖化対策課長  こちらにつきましては、今回、前年度の実績報告ということで、説

明の中でもちょっと触れさせていただいて、今、過渡期で新しい計画が今年度からスター

トしているんですが、今回の実績は６年度なので、前の環境基本計画（後期）という、Ｃ

Ｏ２の削減量も新しい計画では大幅に削減しようということで目標値を変えたんですが、

前のものの実績のものとなっております。 

16新井田委員  それで、この２５ページの数字を見ると、目標値まで相当程度削減しな

ければいけないかなと思うところなんですけれども、どういう感じでしょうか。実際問題

としては、今もう令和７年でございますよね。あと５年ですか、５年というのは長いとい

うのか短いというのか、その辺、いかがでしょう。 

17温暖化対策課長  ありがとうございます。これまでもゼロカーボンシティ江東区実現

プランであったり、新しい環境基本計画をつくる中で、新井田委員からも御質問いただい
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て、その都度お答えさせていただいているんですが、江東区全域のＣＯ２削減につきまし

ては、江東区の取組だけで達成できるものではなくて、国のエネルギー政策がかなり大き

いところを占めているところでございます。火力発電が増えれば、電気を使うとＣＯ２が

出てしまう。これをいかに再エネ電力を増やしていくかというところで、国のほうもエネ

ルギー政策を今変えて取り組んでいるところであったり、あと建物を建て替えるときに、

省エネ性能であったり新しい設備を導入しましょうといった取組、そういったものも全部

ひっくるめて国として２０１３年度比で２０３０年度までに半分にしていこうという形で

取り組んでいるところでございます。 

 なので、江東区としましては、区民の方に一番身近でありますので、区民の方へこうい

った情報を周知させていただいて理解いただいて、一人一人が取り組んでいただくような

行動変容が一番重要と考えております。そのため、環境フェアであったり環境検定であっ

たりいろんな取組を、子供から大人までそういったことを知っていただいて、行動につな

がるような取組を進めているところでございます。 

18新井田委員  よろしくお願いします。 

 あくまで私の意見でございますけれども、資料２-２の２５ページの中段に横棒のグラ

フがあると思うのですが、江東区は都全体と比較し、民生部門が非常に、７２％に対して

７５％、４１.４％に対して５１％と大きくなっています。だからやっぱり民生の業務部

門に対してより一段と削減に力を入れるというか、それが必要なのではないかなと思うの

ですが、その辺の対応策というのはいかがでしょうか。 

19温暖化対策課長  こちらは江東区の特徴でありまして、７５％のうち、区から出るＣ

Ｏ２の４分の１はまず家庭から、５１％、半分は業務系から、商業施設であったりオフィ

スであったりという形になっております。そうした中で、国であったり東京都、また江東

区の取組については周知をさせていただいて、設備更新のときには助成事業であったり、

そういった形も進めておりますので、やはり民生部門をどう減らしていくか、こちらにつ

いては江東区としても課題であるという形で認識して取り組んでいるところでございます。 

20新井田委員  私個人の意見として、ぜひ区議会も含めて、全員一致でやっていかない

と、大変厳しい目標ではないかなと思っているところでありますので、よろしくお願いし

ます。以上でございます。 

21柳会長  ほかにいかがでしょうか。山中委員、どうぞ。 

22山中委員  江東区の環境白書なんですけれども、これはどういう方に向けてこの資料

をつくって、どういうところで見られますか。 

23温暖化対策課長  こちらにつきましては、まずは広くホームページで今後公表させて

いただく形になります。あと、区のＰＲコーナーであったり、図書館等でも閲覧できるよ

うに。やはりまずは興味を持っていただいた方が江東区の環境分野全般について、どう取

り組んで、どういう結果があったかというのを見られるようにしているところでございま

す。 
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24山中委員  そのことなんですけれども、実はいろんなところの会議に出ていて思うこ

とは、非常に字が多い。今、子供も環境に関することに非常に興味を持っている方が多い

し、僕も中学校の関係なので余計なんですけれども、いろんな環境に関することの宿題だ

ったり、そういうものが必ず出ているんですが、やっぱりこういうのがあったりすると非

常に助かるんですけれども、表の表紙も小学生の低学年の方が書いてくれてというところ

で、もし低学年がこれを見たときには、多分、置いてしまうのかなとちょっと思います。

ほかのところもみんなそうなんです。こんな分厚いのもあるんですけど、簡易的なものを

ちょっと、こんなにまとめて刷るんじゃないんですけれども、子供向けの簡単な、ぺらっ

としているようなものが今後できたら、子供たちの未来という形で考えれば、子供たちに

今のうちにこういうものを見ていただいたり、どういうふうに数字が変わっていくか簡単

な部分でもあれば、５年、１０年の話ではなく、今の子たちが育っていく１０年後、２０

年後のところではもっと周知されているのではないかなと思うので、ぜひそういうものを、

今後、デザインの部分も何か簡易的な本のような形にぜひしていただければと思っており

ます。 

25温暖化対策課長  ありがとうございます。環境白書、実績報告も含めていてこの量に

なってしまうんですが、今いただいたような、子供も分かりやすいというのは重要な部分

で、今、お手元にあるピンクのチラシの環境検定、令和４年度から始めているんですが、

様々な御意見をいただいて、令和５年度から環境一般に関する参考書というのを子供でも

分かるような形でホームページに出しております。手前みそですけど、かなり出来がいい

ので、私が子供だったら夏休みの宿題にそのまま使えるかなというぐらい分かりやすいも

のになっていますので、そういったものも活用しながら、いただいた御意見についても対

応を検討してまいりたいと思います。 

26山中委員  ありがとうございます。今そのお話をいただいたのでついでになんですけ

れども、僕も実はこれ、毎年やらせていただいています。これ、子供も一緒にやっている

んですけど、まだＱＲがやっていないので分からないんですが、子供たちに渡っているタ

ブレットからこれはできるんですか。 

27温暖化対策課長  学校のほうのタブレットがどれぐらい制限がかかっているか分から

ないんですが、中学２年生については、もう全校で授業の中でやっていただいています。

それはタブレットを使って。あとは個人的な利用として、規制がかかっているのかどうか

分からないんですけれども、今回からは、今まで１メールで１アカウントで１回しか受け

られなかったのを、いろいろ御意見を伺って見直す中で、１個のアドレスで１ＩＤなんで

すけど、今年度は何回でも受験できて、何回でもチャレンジして成績が上がるような取組、

また、その場ですぐに結果が見れてどの問題が間違えたかも分かるようにしております。

ぜひお子様も今年も参加いただければと思います。 

28山中委員  ありがとうございます。 

29柳会長  それでは続いて、鈴木委員、どうぞ。 
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30鈴木委員  今、子供向けの簡単な略式な白書という形でおっしゃったんですけれども、

ほかのところでも言語の問題とかが今まで何度か取り上げられてきたかと思うんですが、

外国につながる方というのは江東区はそれなりにいるので、なるべく図や絵とかを多くし

たり、それから使う言葉、これはまだ多言語まではできないというか、江東区のホームペ

ージが多言語になっているんですけれども、改善していくような方向で、区に住んでいる

方、納税者の方々が全てアクセスできるような形で広くつくられるといいのかなと思いま

す。ちょっと今いただきながら、追加させてもらいました。 

31温暖化対策課長  ありがとうございます。江東区も外国籍の方が増えておりますので

……。 

32鈴木委員  外国籍じゃなくても、外国につながる方ですね。 

33温暖化対策課長  はい。そういった方への対応も必要かと思うんですが、今結構スマ

ホのアプリとかもかなり進んでいるので、カメラで映すと翻訳されるとかあるので、そう

いったものを併用しながら、今後検討事項……。 

34鈴木委員  その面倒くさいを省いてあげるのがやっぱり。一手間省けるとモチベーシ

ョンにもなるし、いいのかなと思います。 

35温暖化対策課長  ありがとうございます。 

36鈴木委員  将来的な話です。 

37柳会長  ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。 

 新井田委員、どうぞ。 

38新井田委員  たびたびすみません。環境白書の５７ページを見ていただきたいんです

けれども、柱４の環境に配慮した快適なまちづくりということで、相当に期待していると

ころでございます。５７ページの一番下の図で、環境負荷低減施策の実施率が出ていると

思います。数年前まではずっと右上がりになっていたのですけど、グラフを見ますと令和

に入ってからあまり伸びてない、横のままなのが見て取れるんですけれども、何かこれは

理由がございますでしょうか。普通、新しいまちで、最先端というのは定義がないとはっ

きりしないですけれども、使いやすいまちとか、他と比べて先端を行くというところで、

そういう設備や環境負荷が低減される設備があり、非常に期待できるのじゃないかと思う

んですけれども、いかがでございますでしょうか。 

39温暖化対策課長  ありがとうございます。こちらはまちづくりの分野の報告になって

おりまして、都市整備部からいただいた資料になっております。推測するに、大規模な開

発がここ一、二年なかったのかなと。そうすると横ばいかなというところでお答えさせて

いただければと思います。 

40柳会長  よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか。 

 ほかにないようでしたら、議題１については了承したいと思いますが、よろしいでしょ

うか。 

（一同了承） 
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41柳会長  ありがとうございます。それでは、議題１は了承といたします。 

 続きまして、議題２、第１８回江東区環境フェアの開催結果について、これについて事

務局から報告をお願いいたします。 

42温暖化対策課長  それでは、資料３を御覧願います。今年６月１日（日曜日）に行い

ました第１８回江東区環境フェアの開催結果について御報告いたします。 

 当日は天候に恵まれまして、昨年度よりも多くの方に御来場いただきました。開催に当

たっては、長谷川委員長をはじめ環境フェア実行委員会の皆様方、関係者の方々に多大な

る御協力をいただき、誠にありがとうございました。 

 開催日時、開催場所、テーマにつきましては記載のとおりでございます。 

 項番４のゼロカーボンスタンプラリーの実施でございます。今回、初めての取組として、

フェアのテーマである「ゼロカーボン」に特化した７つのブースを訪れ、学んでいただき、

最後に来場者アンケートに回答いただいた方に景品を配付いたしました。 

 次に、項番５の共催イベントでございます。前回に引き続き、江東区とららぽーと豊洲

が共催し、ららぽーと豊洲でのＳＤＧｓ体験型学習イベントも同時開催しております。当

日は、両会場間を無料送迎バスが運行し、スタンプラリーも実施しております。 

 次に、項番６の参加者数でございます。実参加者数は２,２２３人、延べ参加者数は１

万７,９１３人でございました。実参加者数は会場にお越しいただいた方の実数で、延べ

参加者数はステージ観覧、各出展ブース、常設展示室、ゼロカーボンスタンプラリー、ら

らぽーと豊洲との共催イベントに参加いただいた方のブースごとの合計となっており、内

訳は表のとおりでございます。 

 項番７は、参考として昨年度の開催状況を記載してございます。 

 御報告は以上でございます。 

43柳会長  ありがとうございます。ただいまの報告について何か御不明な点があればお

願いいたします。よろしいでしょうか。 

 それでは、議題２は以上といたしたいと思います。 

 この江東区の環境フェアの実施に当たって、いろいろと御協力いただきました委員の皆

様には厚くお礼を申し上げたいと思います。 

 それでは続きまして、議題３、「江東区たばこに関する基本方針」の改訂について（報

告）についてですが、事務局から報告をお願いいたします。 

44環境保全課長  環境保全課長、川端でございます。よろしくお願いします。 

 私からは、江東区たばこに関する基本方針の改訂について御報告申し上げます。資料は

４となります。 

 項番１、方針策定・改訂について御説明いたします。 

 令和２年４月１日に改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例が施行され、望まない

受動喫煙をなくす社会的合意が醸成されつつある中で、区では、歩行喫煙の禁止等のパト

ロールによる注意指導や区民の意識啓発に重点を置いた様々な活動に取り組んできました。 
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 しかし、歩きたばこや吸い殻のポイ捨て、受動喫煙問題など、たばこを取り巻く課題は

解決に至っていないということで、たばこに関する規制と対策について全庁的な方針を定

めたものとして、令和３年にたばこに関する基本方針を策定いたしました。 

 しかしながら、たばこに関する苦情・相談件数が増加傾向にあったため、受動喫煙の防

止等に向け、さらなる具体的な取組が必要と考え、令和６年度に、江東区たばこに関する

検討委員会・幹事会を開催し、方針案の改訂素案を策定いたしました。 

 令和７年４月に方針案の改訂に関するパブリックコメントを実施いたしまして、６２名

から７８件の意見を頂戴いたしました。主立ったところでは、方針には賛成という意見が

多くて、特に閉鎖型喫煙所の設置を求める声が大変多く寄せられました。また、さらなる

規制の強化や取締りの強化を要望する声も多くなっております。罰則につきましては、導

入を求める声が多い一方で、罰則を導入するのであれば、きちんと喫煙所も整備すべきで

あるという意見もございました。 

 この結果を踏まえまして、６月の区議会区民環境委員会に報告、御議論をいただきまし

て、令和７年７月に区民の皆様へ方針の改訂に関する周知を行ったところでございます。 

 続きまして、項番２を御覧ください。改訂の概要について御説明いたします。 

 主な改訂事項ですが、まずは、喫煙ルールの徹底を明確化するため、禁煙重点地区での

路上喫煙等を段階的に規制することとし、関連規程等の整備について整理をいたしました。

また、喫煙所の整備に向けて、区有地での整備方針や民間事業者との連携等の取組を追加

したところです。 

 主な取組内容について御説明をいたします。 

 １つ目の喫煙ルール・マナーの徹底といたしまして、区内１０か所の禁煙重点地区を、

令和７年１０月より終日禁煙といたします。 

 令和８年度以降は、規制エリアの順次拡大に取り組んでまいります。 

 ２つ目の罰則の導入につきましては、段階的な規制の状況を検証するとともに、区民ア

ンケートも活用した上で、９年度に向けて条例の改正を検討してまいります。 

 ３つ目の受動喫煙防止のための喫煙場所の確保につきましては、まず、区有地における

喫煙所の整備としまして、８年度以降の新規設置に向けて、場所の選定を進めているとこ

ろです。また、亀戸や新木場など、駅前の区設置の衝立型喫煙所について、閉鎖型への順

次移行に向け、各種手続の準備に着手をしております。 

 また、令和７年度予算として民間の閉鎖型喫煙所への維持管理費の助成費用を計上して

おりまして、これを区の指定公衆喫煙所として活用してまいります。 

 あわせまして、屋内喫煙場所を併設する店舗等を協力店として募集をし、煙が外部に漏

れない喫煙場所の周知を行ってまいります。 

 さらに、民間喫煙場所の新規設置助成について、現在、今後の実施に向けて制度設計に

着手しているところでございます。 

 加えまして、一定規模の商業ビル等を計画する事業者等への喫煙場所の設置要請にも取
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り組んでまいります。 

 これら喫煙所の情報に関しましては、江東区喫煙場所ＭＡＰとしてまとめまして、区の

ホームページやＳＮＳ等で情報発信をして、利用促進を図ってまいります。 

 改訂後の江東区たばこに関する基本方針を別紙としておつけしております。 

 詳細は後ほど御確認いただければと思いますが、何点か御説明させていただきます。 

 別紙の３ページを御覧ください。 

 ２、たばこに関する考え方についてですが、本区では、たばこを吸う人も吸わない人も

気持ちよく暮らせる分煙社会の実現を目指し、たばこを吸わない人の目線で喫煙問題の解

決に取り組んでまいります。 

 別紙の４ページを御覧ください。 

 ４、具体的な取組の一つとして、喫煙場所整備の検討基準を設けました。禁煙重点地区

もしくは隣接する場所、もしくは、整備することにより受動喫煙や違反行為の減少が見込

まれる場合に、整備を検討いたします。 

 別紙６ページを御覧ください。 

 区が設置します公衆喫煙所、こちらは要望・苦情が多く、人の流れが多い地域を中心に、

区有地などを活用した整備を検討いたします。 

 別紙の７ページを御覧ください。 

 喫煙所の整備と並行しまして、禁煙に取り組もうとする区民の増加と喫煙率の低減を目

指した取組を実施してまいります。 

 また、美化啓発キャンペーンの実施等、喫煙マナーの向上にも取り組んでまいります。 

 区では、今回の方針改訂を受け、これまで取り組んできたまちの美化に加え、受動喫煙

防止の取組を強化してまいります。 

 私からの説明は以上でございます。 

45柳会長  ありがとうございます。 

 ただいまの報告について、何か御不明な点がありましたらお願いいたします。 

 芦谷委員、どうぞ。 

46芦谷委員  このような方針が改訂されたということで承知いたしましたけれども、区

民の方はどの程度これを御存じなのか、何か手応え等お分かりのところがあったら教えて

ください。 

47環境保全課長  ありがとうございます。 

 区民への周知に関しては、ありきたりですが、ホームページや区報、そういったところ

で周知しておりまして、これからは美化啓発キャンペーンということで駅等に立つ中で御

案内をしていくことで今後は取り組んでいくところですけれども、手応えというところで

はどれだけ周知されたのかというところがあります。ただ、素案の段階でパブリックコメ

ントを募集したときに、件数は６０件以上というところで、他の計画のパブリックコメン

トは１０件程度という中で６０件寄せられたところでは、注目度が高かった手応えはある
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という状況でございます。 

48柳会長  ほかにいかがでしょうか。 

 山中委員、どうぞ。 

49山中委員  山中です。 

 たばこの江東区のところ、いろいろと作られていいかなと思うのですけれども、今お話

いただいた周知のことですが、結構この界隈だと喫煙する方は、錦糸町のあそこがいいよ

ねという方が、非常に良く聞く言葉です。それだけ広い場所があればいいかなとはもちろ

ん思うのですが、例えば江東区、あそこは墨田区になってしまうので、これは僕の勝手な

案ですけれども、今、言った周知の部分がなかなかされている感じがあまり見られないと

思うので、例えば喫煙できるスペースに、ここでも喫煙の場所があるよというマップみた

いなものが地域にあればと思うのですけれども、たばこ吸わないのでその場に行かないの

で分からないのですけれども、実際そういうのはあったりするのですか。 

50環境保全課長  ありがとうございます。実際にたばこを吸う場所の周知に関しては、

今回の計画の中でも喫煙所の整備を進める一方で、喫煙場所ＭＡＰというものを作りまし

て、皆さんに知っていただくという取組をやりたいと思っております。現在は、そこまで

積極的な周知が進んでないということもないのですけれども、今後はそういったところも

整備と合わせてやっていきたいと考えているところです。 

51山中委員  ありがとうございます。喫煙するところ、例えばさっき言った簡単なとこ

ろだと、灰皿とかそこに例えばＱＲで吸えるよみたいな、そこから出るようなものがもし

あれば、今のところ最短ではできるのではないかと思うので、もし機会があればそういう

ところで攻めてみていただければと思います。 

52環境保全課長  御意見ありがとうございました。 

53柳会長  たばこを購入する人は、基本的に昔はたばこ屋さんがありましたけれども、

今はほとんどコンビニですよね。コンビニに対する、要は販売者に対する対策、周知です

ね。そこでたばこを買うわけですから、その方々に向けて、購入者に向けての情報発信と

いうのは何か対策をお考えになっていますでしょうか。特にここでは触れておられないの

ですが。 

54環境保全課長  販売者に対する対応というところでは、この計画には触れてはいない

のですけれども、今の御指摘のとおり、コンビニでの販売が多いというところは承知をし

ておりまして、コンビニを統括する団体さんなんかとＪＴさんを通して、コネクションを

持って説明をするというようなことを現在、進めているところでございます。 

 以上です。 

55環境清掃部長  若干補足させていただければ、環境清掃部長の大塚でございます。資

料４の別紙扱いになっているところの７ページに、民間事業者との連携方針というところ

を記載してございますが、今、会長からもお話あったとおり、例えばコンビニであったり

だとか販売者の方々の中では、吸える場所の確保も自分たちでもやっていきたいという
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方々もいらっしゃって、そういうところに関して、ランニングコストの補助であったりと

か、あるいは今、検討しているものとしては、整備費の一部補助とかをしながら、吸える

場所というのが閉鎖型で確保されながら、吸う人も買った場所で吸って、それが受動喫煙

につながらないようなものというのも区としては一緒に進めていければというところで、

民間事業者さんとの連携というところもこれからは重要な点だと考えてございまして、今

回は方針の中でそこのところを明記しているところでございます。 

 追加の説明でございました。 

56柳会長  そうですね、霞ヶ関に行くとＪＴの本社があるんですけれども、あそこの前

でたばこが吸えるようにしているんですね。だからコンビニで買った人はすぐ吸いたいと

思うんですね。だからそこで吸えるような支援をしていくとか、そういうこともやっぱり

必要かなと思います。コンビニの前でたばこを吸っている人は結構たくさんおられますけ

れども、分煙で考えれば、受動喫煙の問題、そこでも生じますので、できるだけそういう

ところに支援をするようなことをお考えになったほうがよろしいかなとちょっと思ってお

ります。 

 鈴木委員、どうぞ。 

57鈴木委員  もちろん購入してすぐに吸えるということで、今おっしゃった方々が喫煙

を推奨しているとは全く思わないんですけれども、ただ、喫煙自体はほとんどの科学者な

り、政策とか担当の方が、百害あって一利なしということがあるので、減らしていくとい

うメッセージも同時に、喫煙を減らしていこうと。今、もう既に減少傾向にあるというの

は理解していますけれども、やはり医療費なんかの問題もありますし、本人あるいは受動

喫煙を考えれば周りへの影響というのがあるので、平行して同じ場所に喫煙やめましょう

という、それを奨励するようなメッセージを併せて出していただけるといいかなと思いま

す。 

 私自身が吸わないのでちょっとよく分からないんですけれども、イギリスとかオースト

ラリアとかだと、かなりえぐい写真を、空港とかかなりの公共の場所で堂々と張っていた

りして、それが日本の社会でどう受けられるか分からないんですけれども、こちらのほう

で喫煙のあれがありますよね、相談の。そうしたものなんかも併せて載せるとか、いろい

ろな形で、喫煙自体を減らすということも念頭にこうした計画を進めていただければいい

と思います。お願いします。 

58環境清掃部長  すみません、私のほうの説明、若干誤解を呼ぶところがあったかと思

いますが、決してたばこを買った場所ですぐに吸えるようにということで推奨するような

ものではございません。たばこのケースを見ていただくと、たばこは体に害があるという

ことは明記しないといけないと法律上決まっていて、かなりはっきりとそういうのが出て

いるところでございます。 

 ただ一方で、たばこを吸う行為自体が法律で禁止されている行為ではなくて、きちんと

販売をされているというところから、行政の施策としては、たばこを吸う方が吸わない方
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だとか煙を嫌がる方に迷惑をかけない形で共存するところを目指していく必要があるとい

うのが今回の方針の根本にある考え方になっております。 

 ですので、健康面だとかそういうところは、区のほうで保健所だとかそういうところか

らもきちんと呼びかけをさせていただいておりますし、たばこを吸うことを決して推奨す

るものではないんですが、一方で、たばこを楽しみたいという方が受動喫煙の状況を起こ

さないようにしながらやっていく環境というのを守ることによって、数多くの受動喫煙で

今、不快な思いをされている方がそうではない状況になっていくことが大事だと。そのた

めには、区として吸える場所の確保を規制と合わせてやっていかなければいけないと。そ

ういったところを今回の基本方針のところではまとめているところでございます。 

 若干、先ほど説明が足りなかったので、そういう形で補足させていただきます。 

59柳会長  山本委員、どうぞ。 

60山本委員  山本でございます。たばこを吸う方は吸わない方に対してちゃんと配慮し

て、また、吸わない方は吸う方の気持ちも分かるといった形で分煙社会を目指すという観

点からこういった方針等が出されると思っております。そこで、今ここに出ている令和７

年度から禁煙重点地区を終日禁煙とし、令和８年度以降は規制エリアを順次拡大をすると

示してあるんですけれども、これを拡大するということであれば、今までの議論の中でも

ありましたけれども、ある程度マナーのいい方が吸える場所、喫煙することができる、ま

た密閉型の受動喫煙の方々に配慮した形の吸う場所をしっかり確保するのとセットで取り

組むべきだと私は思います。厳しくするだけでは、それではなかなか分煙社会とならない

のではないかと思っています。十分考えていただきたいと思います。 

 それと、既に令和７年の途中からではございますけれども、区の公衆喫煙所として指定

された民間の閉鎖型喫煙所に係る維持管理経費も助成しております。まだスタートして間

もないということもあって、実績をお尋ねいたします。 

61環境保全課長  ありがとうございます。御質問の部分は、民間の経費助成の件だと思

うんですけれども、まだ実際に経費助成にまで行かれたケースはないです。問合わせは何

件か頂戴しているところで、現状は、今までいろいろお話ししたところに対してアプロー

チをかけて今、御検討いただいているというのが現状でございます。 

62山本委員  先ほどコンビニの話がございましたが、既にコンビニを経営している方々

の相談というと、今コンビニの中にお手洗いを設置しているところと設置していないとこ

ろがあるんですが、設置しているところは比較的広いスペースがあるコンビニです。そこ

の店主さんにお尋ねしたところ、２つあったおトイレを１つ、たばこを吸う密閉型のもの

に変えたことによって、売り上げを、要は外の路上とか、外に灰皿を置いていないという

ことで、ちゃんと皆さんに配慮した形で吸う、そういった取組をしているところもあるの

で、ぜひ幅広くそういった不特定多数の方が御利用できるような、そういった密閉型の喫

煙の場所を作っていく方に関しては、積極的にそういった今後設置等々、助成にもそうい

ったところを反映していただきたいなと思います。 



 - 16 -

 あとさらに１点、江東区では、ちょうど防災センターのところに、今までと違って密閉

型の喫煙のコンテナを作りました。これの評価はいかがでしょうか。 

63環境保全課長  あそこのコンテナ自体は、実は環境保全課ではなくて総務課庁舎管理

のほうが所管しているところなので、利用の実績等はこちらでは把握できていないのです

けれども、ただ、実際に利用者の方も前より使っていただけているというところと、やは

り今までは開放型ということで、周りに煙が漏れている部分が改善された事実はございま

すので、密閉型にしたところの効果は一定程度あるのかなと見ております。 

 以上です。 

64柳会長  芦谷委員、どうぞ。 

65芦谷委員  芦谷でございます。たばこの問題に関しては、吸う側と吸わない側でどう

しても意見が分かれてしまう非常に難しい問題なのかなと思いました。 

 その中で、たばこの価格が高い理由として知られているかとは思うんですけれども、た

ばこ税を払っているといったところで、地方たばこ税のほうも一兆円以上、全国であると

いうことで、国税のほうもあるかと思いますが、たばこを吸ってはいけないと完全にして

しまうことは難しいのかなと思いました。 

 たばこを吸っている方から伺ったことがあるお話ですが、税金を払っているのになぜ肩

身の狭い思いをしなければならないのかといったことがございました。健康のことを考え

てやめていただくというのもありますが、健康の害を減らす吸い方もあると考えることも

できますために、吸わないことを強制するのは難しいところなのかなというところに到達

してしまいます。ですので、区の方針として、密閉型の喫煙所を設置されるというのは合

理的な方策になろうかと思いました。そのような中で、たばこ税というのは直接江東区に

入ってくるものであるのかというところと、そういった税金を使う範囲で設置の支援がで

きるものなのかを教えていただければと思います。 

66環境保全課長  ありがとうございます。たばこ税については、地方たばこ税というこ

とで、江東区に直接収入が入ってくるものになっています。使い道としては、一般的にど

こにでも使っていい、特定財源ではなくて一般的に使える税金ということなので、入った

たばこ税は全てたばこに、当施策に反映しなければいけないということではないので、区

政全般に使用させていただいているところですけれども、当然今回、喫煙所の整備である

とか補助という中では、そういったお金も含めて区の税金を投入して取り組んでいくとい

うのが税金の使い方の条件となっています。 

 以上になります。 

67柳会長  ほかに。新井田委員、どうぞ。 

68新井田委員  新井田です。よろしくお願いします。 

 基本的な話ですけれども、たばこというのは紙巻きたばこのことですよね、いわゆる電

子たばこというのはこの範疇に入らないということでよろしいのですか。その辺の確認を

したいと思います。多分、最近はすごく電子たばこが若い世代に普及していて、紙巻きた
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ばこを吸っているのは年寄りばかりという感じのようですけれども、電子たばこの話はこ

こで除外ですか。ちょっと教えていただければと思います。 

69環境保全課長  電子たばこ、いわゆるニコチン等が発生しない電子たばこについては、

他の自治体もそうなんですけれども、まだ健康への害といったところがはっきりしないと

ころがあって、対象にしていないところがございます。うちも今のところ電子たばこに関

しましては、こういった規制の対象の外であると考えていますけれども、吸って受動喫煙

というマナーの部分に関しましては、引き続き、吸ったものを捨てないとかそういったこ

とでは考えていますけれども、喫煙という意味では電子たばこに関しては、現状そこまで

規制する根拠はないと考えています。 

70新井田委員  分かりました。将来的にあるのかどうか分かりませんけど、検討してい

ただくということでよろしくお願いいたします。 

 それともう一点ですけれども、先ほど来、海外、外国の人に対する表示というか、知ら

せるというか、その辺はいかがですか。私、区のホームページを拝見したのですけれども、

ホームページを見ても、あまり海外向けのものが出てきている感じがしなかったんですけ

れども、何かちょっと見やすくなっていますでしょうか。 

71環境保全課長  ありがとうございます。ホームページ等でわざわざ外国のものを載っ

けているということはないのですけれども、今、禁煙重点地区の表示であるとか、あるい

はたばこを吸わないでくださいという御案内のポスターなどを区内各所で掲示をしている

のですけれども、その他に関しては、今回の改正を機に多言語に対応するものに変えて、

コンビニというよりは、歩いている方がここは吸っちゃいけないんだなということが外国

の方にも分かるように表示を変えていくということで現在、準備を進めております。よろ

しくお願いします。 

72柳会長  ほか、よろしいでしょうか。 

 山中委員、どうぞ。 

73山中委員  今まで大人しくさっと聞いていたところだったんですけれども、たばこを

吸う方の気持ちもお話を聞いていてあると思うんですが、共存という言葉が結構飛び交っ

ていたので、その中で、先ほど改訂、資料４の２ページの主な取組のところで、先ほどか

らいろいろなところで規制となっていると、完全にたばこを吸う方に対しての、また規制

くらったよという嫌なイメージになるかなと思ったんですよ。そうすると、やっぱりたば

こを吸わない方がメインとなってしまうので、例えば規制、先ほどもいろいろなところに

設置する予定というのがあるのであれば、僕はその規制という言葉を厳しく感じるので、

これからエリアを増やすという言い方を、ちょっと言葉を変えていただいたほうが優しい

かなと思いました。 

74環境保全課長  御意見ありがとうございます。喫煙所の整備と、整備をしたけれども、

それでも受動喫煙が収まらないというところに関する対応、そこに対して厳しい姿勢を見

せていくというところはある意味セットと考えておりますので、一方的に規制をして重点
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地区だからという話ではなくて、吸えるべきところを作るということと、それでも守られ

ない受動喫煙を受けてしまう方を守るところはセットで考えていくべきだと考えていると

ころでございます。どちらかに重きを置くというよりは、両輪としてやっていきたいと考

えています。表現の仕方について御意見は承りました。ありがとうございます。 

75柳会長  ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 それでは、議題３については以上といたしたいと思います。 

 続きまして、前回の令和７年度第１回環境審議会の会議録の承認について確認させてい

ただきます。 

 資料５を御覧ください。この会議録につきましては、正式に御承認いただき、一般公開

と区のホームページへの掲載を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（一同了承） 

76柳会長  それでは、第１回の会議録は御承認いただいたということで公開させていた

だきます。 

 最後に、議題４、その他です。何か事務局からありますでしょうか。 

77温暖化対策課長  事務局からは事務連絡のみでございます。本日、２点ございます。 

 まず１点目は、お手元にお配りしておりますピンクのチラシ、江東区環境検定を現在実

施しているところでございます。皆様、ぜひ周りの方にもお声がけいただきまして、御参

加いただけますようよろしくお願いいたします。 

 次に、２点目は次回の日程でございます。令和７年度第３回環境審議会につきましては、

令和７年１２月１５日月曜日午後２時から、場所は、江東区文化センター５階第６、第７

会議室を予定しております。後日、文書にて御案内をさせていただきますので、よろしく

お願いいたします。 

 事務連絡は以上でございます。 

78柳会長  以上で議題は全て終了ですが、皆さんのほうから何かございますでしょうか。 

 特にないようですので、以上をもちまして、本日の議事は全て終了いたしました。以上

をもちまして審議会を閉会いたしたいと思います。どうもありがとうございました。 

午後３時０２分閉会 

 


